
＜環境省が実施するＺＥＨ支援事業との併用について＞

・環境省が実施するＺＥＨ支援事業の交付申請時、「Ｊクレジット化の意思表明」

の「実施先」の項目において、「それ以外で実施」を選択していることをご確

認ください。 

・「Ｊ－グリーン・リンケージ倶楽部にて実施するため、Ｊ－グリーン・リンケ

ージ倶楽部及び国への申請者に係る個人情報の提供を了承します」を選択し

た場合、「なごや太陽光俱楽部」への入会資格を満たさないため、名古屋市が

実施するＺＥＨ補助金の交付対象外となります。 

〇名古屋市が実施するＺＥＨ補助金を申請する場合、「なごや太陽光俱楽部」へ

の入会が必要です。 

〇環境省が実施するＺＥＨ補助金の交付申請時、「Ｊクレジット化の意思表明」

の「実施先」の項目において、「Ｊ－グリーン・リンケージ倶楽部にて実施す

るため、Ｊ－グリーン・リンケージ倶楽部及び国への申請者に係る個人情報の

提供を了承します」を選択した場合、名古屋市以外が実施する排出削減事業に

環境価値を活用することになります。 

〇名古屋市以外が実施する排出削減事業に環境価値を活用する場合、「なごや太

陽光俱楽部」への入会資格を満たさないため、補助金交付対象外となります。 

＜なごや太陽光俱楽部とは＞

再生可能エネルギーである太陽光を利用して発電する太陽光発電設備は、発電時に

CO2 を排出しないという特長があります。太陽光発電設備を設置した住宅は、生活で

使用する電気の一部を太陽光発電によって賄っているため、家庭から出るCO2が削減

されることになります。 

「なごや太陽光倶楽部」は、太陽光発電により削減された各家庭（会員）のCO2排

出量を名古屋市がとりまとめ、国のJ－クレジット制度の活用により排出削減量をクレ

ジット化し、その活用を図る事業です。とりまとめたクレジットは、企業等に売却し、

売却益は市の環境保全事業に活用しています。 

＜Ｊ－クレジット制度とは＞

省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用によるCO2等の排出削減量や、適

切な森林管理によるCO2等の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度です。 


